
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小・小規模企業の皆様へ

新型コロナウイルス感染症
及び のごあんない緊急貸付（短期資金） 信用保証料補助

北海道経済部地域経済局中小企業課

１ 北海道の緊急貸付（融資制度）の概要

中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金
制 度 名

新型コロナウイルス感染症緊急貸付

融 資 最近１か月の売上高等が、前年又は前々年の同月と比べ
対象者 ５％以上減少している中小企業者

業歴が３か月以上１年１か月未満の方は、最近１か月の売上高等が、令
和元年１０月以降の連続する３か月の平均売上高等と比べ５％以上減少
している場合も対象となります

資金使途 運転資金

融資金額 ８，０００万円以内

融資期間 １年以内

融資利率 固定金利 年１．０％

取扱金融機関の定めるところによります。担保・償還方法

信用保証 すべて信用保証協会の保証付きとなります。
(道が契約時の保証料を1/3又は全額補助します)

取扱期間 令和２年４月１日から９月３０日まで

北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、商工組
取 扱 合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用組合
金 融 機 関 ※金融機関及び信用保証協会の審査の結果によっては、ご希望の

融資を受けられない場合があります。

２ 信用保証料補助の概要

「新型コロナウイルス感染症緊急貸付」を利用して融資を受けた場
合に支払う信用保証料を道が補助します。

【保証料に対する道の補助】
補助率区 分

小規模企業者かつ
１０分の１０売上高等が15％以上減少の方
（ ）小規模企業者 保証料全額

常時使用する従業員が20人(卸･小売業､サー
ビス業は5人)以下の法人または個人事業主

３分の１上記以外の方
す。（注） 融資を受けた日から３０日以内補助金の申請期限は、 となりま
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北海道
四角形



取組事例
の提供

新型コロナウイルス感染症中小・小規模企業緊急総合支援事業

新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けている中小・小規模企業（小売業、飲食業、旅館業等の観光関連事業者等）を対象に、
資金調達の手法等の課題に応じた専門家を派遣する（500社以上×２回）など、オーダーメイド型の助言・指導を行うことにより、中小・小
規模事業者の経営の安定化を図る。（１定補正の追加提案）。

コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小・小規模企業

相談

地域の中小・小規模企業（500社を想定）

事業者の現況を聴取した上での、総
合的な経営指導

財務諸表の確認等資金調達に係る指導等 雇用調整助成金の策定支援等 各種補助金等の書類作成支援等
中小企業診断士
事業者の現況を聴取した
上での、総合的な経営指

導

税理士
財務諸表の確認等

資金調達に係る各種指導

社労士
雇用調整助成金の
策定支援等

行政書士
各種補助金等の
書類作成支援等

派遣

オーダーメイド型の助言・指導

テレビ会議を通じた市町村への支援策の周知や、ガイドブック等を作成し、商工団体
等の支援機関と連携して中小・小規模企業へ周知を行う

周知

事業活動の維持・再建へのヒントとなる事例を随時ＨＰなどで公開し、
道内中小・小規模企業へ効果を波及

第一層 周知・展開

第二層 専門家派遣

第三層 道内事業者への波及 事例の展開

商工会議所
商工会金融機関

新たな緊急事業（支援体制の強化）

新型コロナウイルス感染症に係る
経営・金融特別相談室

（本庁・振興局）

中小企業総合支援センター

産業支援機関
市町村

【想定される専門家】

地域の各支援機関

専門家での対応が必要な案件

要請

※その他事業者の課題に合わせて適宜上記以外の専門家へも依頼

自機関で対応
できるものは
自身で対応

など

500社以上

国の専門家チーム
保健所

適時適切な
アドバイス

店舗コンサル
ティング

衛生管理に配慮した店舗
設計への助言等

事例を
全道へ横展開



新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けている中小・小規模企業の皆様を対

象に、施策説明会・個別相談会を開催します。

融資、雇用、経営など、関係機関に直接、相談・質問ができますので、お気軽にこの機会

をご利用ください。(説明会終了後、同会場内にて相談会を実施します。)

○ご参加される際は事前予約にご協力をお願いいたします。

○マスクの着用をお願いいたします。

○ご参加される方の体温測定をさせていただきます。

○風邪の症状が見られる方は参加をご遠慮いただく場合がございます。

○定期的に窓を開閉して換気をいたしますので、暖かい服装でお越し下さい。

○参加者多数の場合は時間差で入場をしていただく場合があります。

北海道経済産業局･･･中小企業支援施策のご案内

北海道労働局･･･雇用労働施策のご案内

(公財)北海道中小企業総合支援センター･･･販路開拓・新商品開発支援など中小企業への総合支援

北海道信用保証協会･･･融資の際の保証制度についてのご相談

（一社）北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会･･･金融、税務等全般的な経営相談

釧路市（釧路市開催／釧路市阿寒町開催のみ）･･･釧路市の融資制度等のご案内

北海道･･･北海道の中小企業向け融資制度のご案内

㈱日本政策金融公庫･･･パンフレット等の配布のみとなります

日 程 時 間 開催地 場 所

４／９（木） １３：３０～１６：００ 洞爺湖町
洞爺湖町文化センター

（虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 142）

４／１０（金） １３：３０～１６：００ 登別市
登別市婦人センター

（登別市登別東町 3丁目 6 番地 7）

４／１３（月） １３：３０～１６：００ 札幌市
北海道第二水産ビル８階 ８BC 会議室

（札幌市中央区北 3条西 7 丁目 1）

４／１４（火） １３：３０～１６：００ 函館市
渡島総合振興局 ３階 講堂

（函館市美原 4丁目 6-16）

４／１５（水） １３：３０～１６：００ 旭川市
旭川市民文化会館 大会議室

（旭川市 7条通 9丁目）

４／１６（木） １３：３０～１６：００ 帯広市
十勝総合振興局 ４階 AB 会議室

（帯広市東 3条南 3 丁目）

４／１７（金） １３：３０～１６：００ 網走市
ｵﾎｰﾂｸ・文化交流センター ２階 大会議室

（網走市北 2条西 3 丁目 3 番地）

４／２０（月） １３：３０～１６：００ 釧路市
釧路市役所防災庁舎 ５階 会議室

（釧路市黒金町 8丁目 2）

４／２１（火） １３：３０～１６：００
釧路市

阿寒町

阿寒湖まりむ館

（釧路市阿寒町阿寒湖温泉 2丁目 6-20）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

中小・小規模企業向け地域施策説明会・相談会のご案内

日時・場所

参加機関

〔申込先〕 北海道経済部地域経済局中小企業課 中小企業支援グループ
ＦＡＸ番号：０１１－２３２－８１２７

Ｅメール ： keizai.chushokigyo＠pref.hokkaido.lg.jp

電話番号 ：０１１－２０４－５３３１

留意事項


